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第１回ワーキンググループにおける議論の整理（未定稿） 

 

 

１．事業承継の円滑化のための措置 

（１）非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例 

    個人から贈与（遺贈、死因贈与以外）により財産を取得した者

に対しては、その取得財産の価額を課税価格として、贈与税が課

されるが、事業承継の円滑化の観点から、経済産業大臣の認定を

受ける非上場会社の株式等を親族（先代経営者）から取得し、当

該会社を経営していく場合、株式等に対応する贈与税の全額の納

税が猶予される措置が講じられているが、以下のような意見もあ

ることについて、どう考えるか。              

 ○ 中小零細企業対策という観点から、法人企業だけでなく、 

  個人企業も対象とできるような制度にすべきではないか（村 

  橋構成員）。 

 

（２）非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例 

    相続、遺贈又は死因贈与により財産を取得した者に対して、そ

の財産の取得における時価を課税価格として、相続税が課される

が、事業承継の円滑化の観点から、経済産業大臣の認定を受ける

非上場会社の株式等を親族（先代経営者）から取得し、当該会社

を経営していく場合、株式等に係る課税価格の８０％に対応する

相続税の納税が猶予される措置が講じられているが、以下のよう

な意見もあることについて、どう考えるか。         

 ○ 中小零細企業対策という観点から、法人企業だけでなく、 

  個人企業も対象とできるような制度にすべきではないか（村 

  橋構成員）。 

 

（３）小規模宅地等の特例 
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    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例（小規

模宅地等の特例）について、以下のような意見もあることについ

て、どう考えるか。                    

 ○ 継続要件を満たしている場合のみを減額対象とするのでは 

  なく、もう少し弾力的な制度にすべきではないか（竹内構成 

  員）。 

２．消費税及び地方消費税の中小事業者に対する特例措置 

（１）事業者免税点制度 

    厳しい経営状況を踏まえ、事業者免税点の水準（課税売上高１，

０００万円以下）を引き上げるべきではないか（羽鳥構成員、八

ヶ代構成員）。 

 

（２）簡易課税制度 

    厳しい経営状況を踏まえ、水準（課税売上高５，０００万円以

下）を引き上げるべきではないか（羽鳥構成員、八ヶ代構成員）。 

 

（３）複数税率 

    消費税の複数税率化について、以下のような意見もあることに

ついて、どう考えるか。                  

 ○ 担税力に即した税負担の公平が確保されるよう、複数税率 

  について検討すべきではないか（羽鳥構成員）。     

 ○ 制度が非常に複雑になってしまうので、中小企業全体とし 

  ては複数税率化に反対である（中嶋オブザーバー）。 

 

３．設備投資促進のための特別措置 

（１）中小企業投資促進税制 

    中小企業の設備投資を促進し、中小企業の生産性向上のため、

新規資産を取得し、指定事業の用に供した場合に特別償却又は税

額控除を行うことができる措置が講じられているが、以下のよう

な意見もあることについて、どう考えるか。         
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 ○ 製造業だけでなく、飲食業や生活関連サービス業における 

  生産性の向上という観点から、対象設備の金額要件を引き下 

  げるべきではないか（柿野構成員、村橋構成員、竹内構成員）。 

 ○ 料亭、バー、キャバレー等についてもその果たしている社 

  会的役割に鑑み、対象とすべきではないか（中村構成員）。 

 

（２）共同利用施設の特別償却制度 

    生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合が策定する振興計画

に基づき共同利用施設を設置した場合に特別償却を行うことがで

きる措置が講じられているが、以下のような意見もあることにつ

いて、どう考えるか。                   

 ○ 地域で身近な生衛業が商店街の活性化に向けて積極的に取 

  り組めるよう、対象主体の要件を緩和すべきではないか（鴨 

  田構成員）。 

 

（３）少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度 

    取得価額が３０万円未満の減価償却資産を取得した場合に全額

損金算入できる措置が講じられているが、中小企業投資促進税制

の対象設備の金額要件を引き下げるべきとの意見との関係をどう

考えるべきか（中嶋オブザーバー）。 

 

３．その他の措置 

（１）老舗旅館に対する税制優遇措置 

    国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりに資するよう、老舗

旅館に対する税制優遇措置について検討が必要ではないか（中村

構成員）。 


